
【北海道基地交流集会レジュメ]

オス・2レイ配備と北海道ぬ霊地問題

1 2・11・17 小泉親司

(1 )オスプレイ強行配備と沖縄・全国のたたかい

① 「全基地閉鎖」ヘ向かう沖縄県民のたたかい

0 沖縄県民の意思を無視しだ強行配備と訓練

O くり返されだ女性暴行事件

0 県民大会実行委の方針と県議会決議、地方自治体決議

② オスプレイ配備の3つの危険

(1 ) 安全性に重大な懸怠一一世界一危股な普天間基地に世界一危険な欠陥機の配備

o iウィドー・メーカー」と「オートローテーション」の欠陥

o i日米地位協定にちとづく航空特例法」

0 日本政府の「安全宣言」のギマン

(2) 全国を偲空飛行訓練の訓練場にする一一墜落と爆音被害の拡大

0 沖縄の69ヵ所の「ヘリ・パッド」と全国7つの倍空飛行ルートの吾在

O 倍空訓練の目的と実態、墜落事故の危瞭

o i米空軍・北方航法訓練ルート」の荏在?

O 米軍が日本の空を支配している

(3) i日本防衛」とはまっ疋く無縁一一米海兵隊の「侵略力」の強化

o iミサゴ」の名前が意味するもの

③ 「オスプレイ配備撤回Ji倍空訓練の中止」の全国のたたかい

O 全国知事会の緊急決議

o 27都道府県146自治体決議 (11月 10日現在〉

(2) 北海道の基地問題と日米安保

① 基地面積で、全国第一位となった北海道の基地

0 米軍・自衛隊の共同使用基地の拡大が意味すること 一一 「混合軍」化

②経済、政治、外交の「諸悪の根源」となっ疋安保

O 領土問題、 TPPと日米安保

③ 日米安保を問う世論の蛮化と廃棄後の展望

o NHK世論調査

O 安保は平和的・合法的に廃棄できる一一第 10条での一方的通告による廃棄

④基地撤去、安保廃棄の世界の流れとアジア・日本の平和

以上
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。
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縄
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取
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④
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く航空法〉
.，・・・・ ・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・ ・ー・ ・・・.....・・・・・・・・・・・・・・・.............................・・・・・ ・ーー・・・ー ー... . ・、 ・・ .

:第11条①航空機は、有効な耐空証明を受けているものでなけれ j

ば、航空の用に供しではならない。但し、試験飛行等を行うため ;

国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りではない。

;② 航空機は、その受けている耐空証明において指定された航空機 j

の用途又は運用限界の範囲内でなければ、航空の用に供してはな i

らない。

;③ 第 1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。

:園航空機の技術上の基準{航空法第10条第 4項関係)

附属書第 1(第12条の 3、第14条、第56条の 2、別表第 2条関係)

航空機及び装備品の安全性を確保するための強度、構造及び性能:

:についての基準

2-2-4-3 回転翼航空機は、全発動機が不作動である状態 i

iで、自動回転飛行により安全に進入し及び着陸することができるも;

:のでなければならない。. 
...............................................，....................................‘噌. ..................-. .. .........~.

く日本地位協定にもとづく航空法の特例に関する法律〉

: 
1 略 . ・.

2 合衆国軍協定第S条第 1項に規定する合衆国によって、合衆国:

のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機.

及び国連軍協定第 4条第 1項に規定する国際連合の軍隊によっ:

て:、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達:

成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組ん j

でその運航に従事する者については、航空法第11条、-第20条第 1

: 項、第28条第 1項及び第2項、第34条第 2項、第126条第 2項、

第127条、第128条並びに第131条の規定は、適用しない。

3 前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する

者については、航空法第 6章の規定は、政令で定めるものを除き、

-・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.・........
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5. 米軍施設及び区域の上空及ぴ周辺における飛行経路及び運用:

a. 合衆国政府は.適用される騒音規制措置に関する合同委員会合意を引き続

き遵守する意図を有する。

b. 合衆国政府は，周辺のコミュニティに及ぼす飛行運用による影響が最小限

になるよう.米軍施設及び区域の上空及び周辺における飛行経路を設定する。

この目的のために.MVー 22を飛行運用する際の進入及び出発経路は.でき

~墨:L学校や病院を含む人口密集地域上空を避けるよう設定される。 MV-2

2は.陸上あるいは水上を飛行するにも安全であるが.移動の際には.可能な

限り水上安需行するの
、
-ー

c. 22時から 6時までの間. MVー2 2の飛行及び地上での活動は..這皐与
必要と考えられるものに制限される。夜間訓練飛行は.在日米軍に与えられた

任務を達成し.又は飛行要員の練度を維持するために必要な最小限に制盟台れ

ム.11.部隊司令官は.できる限り早〈夜間の飛行を終了させるよう最大限の努力

を払う。合衆国政府は.シミュレーターの使用等により. MVー22の夜間飛

行訓練が普天間飛行場の周辺コミュニティに与える影響を最小限にする。

6. 訓練区域及びその他の空域におけるMV-22の飛行運用:

d. 合衆国政府は.常に.週末及び日本国の祭日における低空飛行訓練を，米

軍の運用即応態勢上の必要性から不可欠と認められるものに限定する。

e. 陥V-22は.時折.低高度で運用されることから，問機の乗組員は，日

本国において低空飛行訓練を行う。 MV-22は，訓練航法経路を飛行する間.

地上から 500フィート以上の高度で飛行する。ただし 'MV-22の運用の

安全性を確保するために.その高度を下回る飛行をせざるを得ないこともある。

低空飛行訓練の問.原子力エネルギー施設.史跡J 民間空港.人口密集地域及

び公共の安全に係る他の建造物(例えば.学校.病院等)といった場所の上空

を避けて飛行することは.合衆国の航空機の標準的な慣行である。

@ 



. 

へL- J

TO 09.S862E.487ワマ

00問題関連

鑑露盤オスプレイの低空飛行訓練コース

盤麟襲I問環蹴縫比H に叩主記E貌相制tは草
z説IU錬車が予想される空3銭或

.・ 8

パーブルJIr-ート

ぷ毛瑚鍋

高知・早明浦ダム
1994年 /-一一一一一一品一ー一一一一・…“ーで一一一一一一一-
A6E墜落 // 

/ 

r 錨翠aIき沖縄でオスプレイが
/ 一一一戸使う予定のヘリ語陸帯

.伊江島翁劫来行匂併、

緩Sま陸制緩~-(FCLP)ー」 ・

ott医務{ヘリ/'(引っ
監米軍基勉

@ 

([UvJ;/.ν遇制服販 201Z年7il29日付よ句}

p_ 21/22 

. ， 



pευd ユサ料R-1プ

OEPARTMENT OF THE NAVY 
CQMMANDER U. S. NAVAl FORG:5. )APAN 

PSC 473 80X 12 
FPO AP 96349-005 I 

C(~ -----

Canc i:-p: HλR 9S 1:: 
COH.Ni¥VFORJλPλlH10T:: 3530 

'V_ 
14 MAR 1994 芥乙・

COHNAVTQRJAPAM NOTICE 3530 

Subj: LOW LE児 LNl¥VlGλTIONλL TRAINING ROUT~S (NTR) 

Ref: (a) OPNλVINST 3.710.7 
(b) OPNAVINST 5102.1 

Encl: (1) NTR F1ight Veri正icationForm 
(2) NTR Oranga 
(3) NTR B1ue 
(4) NTR Pink 
(5) NTR Gr自由n
(6) NTR Purple 
(7.) NTR Brown 
(8) 'NTR hUow 
f 2J_~S^F Horthern NTRS 

(lO) Noise Sensitive Areas 
(11) Points of contact 

1. .f旦~・ 10 publlsh proc邑duresfor the use o~ Havigatlona1 T~aining 
Routes (NTR'~) by Carrier Alr Wln~ 5 (C別i-5)，Harlne Aircra!t Group 12 (HAG-
12)， Tactlca1 Fighter Wlng 432 (fH司 432)，18 TFW， and transient air~raf乞.

‘A
A

A

D
仇

，，‘、，，‘、，，‘、

2. Biicl<qround 

a. NTR's are low a1tltuda naviqatlon routes developed by CVW-S and the 
First Marin圃 λ.I.rcどaftWln9 (1sヒ悦AW)_~o Cacilitate low al~!tude navigation 
training whl1e stationed ln Japan. Thasa routes are ne1t~er recロgnizednor 
publlshed by the Japanese civil Avlation Bureau (JĈB) and， as sueh， there is 
nQ formal method [0r notiflcation ot civil aviators or upeatlng of 
bsè::\悶~ns升r.rzards tu flight--aiun守合計-e-;:"out-官官

par町o~nt impor乞ancewhile !ly1n9 these routes.. 

b.zn the past，usN/tJsuc aircraft havqstzuck lO99inv cables whilaflyin9 
HTR's. In both cases， the aircr咽wwere flying down th自 conterof ateeロ
v~ll~ys where 1099109 operations_werø_~ai~9 conducted. LC99in9 cablos: like 
slng1. .trand power 1ioe5， are v~rtually impossible to 98e:-Alrc=ew must look 
~~r signs of 10991ng operatlons~ Loggi~g cab1e~ may extend as high as 1200' 
Above Ground Level (AGLIdependiI390n the terrain.Comon sense operations 
and a'good looko凡ltdoctrine ~i11 pr~ve~t ~~~crewe from placing thelr airc:a!t 
at risx. Extreme vlg11ance 1s re明 lredwhL1e flying th~se ro~tes. 

c. Fllghts by other military and civilian traffic 1s notどestrictBdln 
these NTR areas. Humerous unmarked obstructlons to tllghτ ・xista1白n9the 
entire route. ~ircrews should avold obミtaelestofliqht，stationary 。z
airborne， which cou1d impede the saie o~eration ot thelr aircra!t. .If not on 
the route， Visual Fltght Rules (VFR) tllght procsdure置 wi!.lb邑t:t::ic~ly
adhered to uncl1 an Inscrumenc Fllght Ru1es (IFR) clearar.ce can b~-obt;ined. 

3 

3. lJ.S.主主豆旦

a. Low Level Navigation mLsslons wl11 be thorロugh1yprepared and will be 
c::ロss・chec~ed for routin9 or plotting ，error宮・ Enc!o~ures (2) throu9h (8) are (R 
the on1y approved USN/USHC Navigational Routes. 

b. The Oelta points identiflad in anc!osure (9) canとeflown by USN/USXC (R 

Enclosure (刊)I 

@ 



は
り
こ
の
活
動
は
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
私

は
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
安
全
確
保
が
で
き
る
装
備
を
し
っ
か
り

持
っ
て
、
原
発
事
故
災
害
に
も
対
応
で
き
る
状
況
を
今
後

自
衛
隊
と
し
て
持
た
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
そ
の
こ
と
な
し
に
、
私
は
、
我
が
党
は
段
階
的
に
脱

原
発
で
す
け
れ
ど
も
、
原
発
が
安
全
な
ん
て
何
人
た
り
と

も
言
え
な
い
と
患
い
ま
す
よ
。

森
本
大
臣
、
見
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

O
国
務
大
臣
(
森
本
敏
君
)
誌
に
御
指
摘
の
と
お
り
で
す

が
、
昨
年
の
東
日
本
大
震
災
、
福
島
第
一
原
発
の
事
散
を

受
け
て
、
自
衛
隊
で
も
、
こ
の
種
の
い
わ
ゆ
る

N
B
C兵

器
が
実
際
に
使
わ
れ
た
場
合
や
原
子
力
災
害
に
対
し
て
対

応
で
き
る
部
隊
を
い
ろ
い
ろ
と
装
備
し
、
訓
練
も
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
在
は
、
全
国
に
主
要
な

師
団
‘
旅
団
の
下
に
十
七
個
の
部
隊
、
総
員
九
百
四
十
名

を
出
世
す
る
化
学
科
部
隊
と
い
う
も
の
を
編
成
し
、
も
ち
ろ

ん
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
装
備
を
ど
ん
ど
ん
と
整
え
、

各
径
の
訓
練
を
行
い
、
あ
る
い
は
関
係
機
関
と
の
連
携
を

緊
奮
に
す
る
、
い
ろ
い
ろ
な
対
処
能
力
の
向
上
に
努
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

必
ず
し
も
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
少
な
く

と
も
、
平
成
二
十
三
年
度
に
無
人
航
空
機
あ
る
い
は

N
B

C
の
偵
察
車
、
二
十
四
年
度
の
予
算
で
は
化
学
防
護
衣
あ

る
い
は
新
線
量
率
計
の
セ
ッ
ト
、
あ
る
い
は
イ
l
ジ
ス
艦

の
フ
ィ
ル
タ
ー
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
装
備
を
順
繰
り
に
整

え
て
、
言
わ
ば
自
衛
隊
に
対
す
る
回
民
の
期
待
に
こ
た
え

る
た
め
に
、
原
子
力
災
害
に
対
処
す
る
能
力
を
向
上
し
よ

う
と
し
て
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

O
小
熊
償
司
君
是
非
こ
の
対
応
を
し
っ
か
り
で
き
る
よ

う
に
と
。

あ
と
、
こ
れ
、
除
染
も
含
め
て
今
後
自
衛
隊
も
能
力
持

た
な
き
ゃ
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
竹
島
も
不
法
占

拠
、
北
方
領
土
も
不
法
占
拠
、
そ
し
て
こ
の
福
島
県
の
二

十
キ
ロ
図
内
も
、
こ
れ
は
国
と
東
電
の
責
任
に
よ
っ
て
、

放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
不
法
占
拠
さ
れ
て
い
る
ん
で
す

よ
。
領
土
問
題
と
私
は
同
じ
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
よ
。
不

法
占
拠
の
状
態
で
す
、
紋
射
性
物
質
に
よ
る
。
こ
の
除
去

に
関
し
て
も
是
非
自
衛
隊
が
対
応
で
き
る
よ
う
な
、
除
染

第
十
四
都

決
算
委
員
会
会
議
録
第
七
号

の
活
動
ま
で
含
め
た
対
応
も
今
後
是
非
検
討
し
て
い
た
だ

い
て
、
自
衛
隊
の
活
躍
の
陣
帽
を
広
げ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

以
上
で
質
問
を
終
わ
り
ま
す
。

O
委
員
長
(
山
本
願
三
君
)
質
疑
を
続
け
ま
す
。
井
上
哲

土
君
。

O
弁
上
哲
士
君
日
本
共
産
党
の
井
上
哲
士
で
す
。

オ
ス
プ
レ
イ
の
配
備
と
低
空
飛
行
訓
練
の
問
題
に
つ
い

て
質
問
を
い
た
し
ま
す
。

オ
ス
プ
レ
イ
が
沖
縄
に
配
備
を
さ
れ
ま
す
と
、
ア
メ
リ

カ
が
日
本
上
空
に
こ
れ
ま
で
綾
置
を
し
て
き
た
七
本
の
低

空
飛
行
訓
練
ル

l
ト
を
使
っ
て
訓
練
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
米
軍
は
、
日
本
の
航
空
法
、
居
住
地
で
は
三

百
メ
ー
タ
ー
、
そ
れ
以
外
は
百
五
十
メ
ー
タ
ー
と
い
う
最

低
安
全
高
度
と
い
う
の
を
定
め
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
適

用
除
外
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
実
際
に
こ
れ
ま
で
も
こ
れ

以
下
の
訓
練
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
緩
#
な
騒

音
や
衡
感
、
そ
し
て
墜
落
事
故
が
起
き
て
き
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

今
回
、
オ
ス
プ
レ
イ
の
配
備
に
当
た
っ
て
、
日
本
政
府

は
こ
の
日
本
上
空
の
低
空
飛
行
訓
練
ル

l
ト
に
つ
い
て
具

体
的
に
初
め
て
包
め
ま
し
た
。
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E
b肘
砂
初
似
脹

k
b制
民
-
れ
白
肘
UE--肘
し
V

リ
カ
が
自
由
に
日
本
の
上
空
に
訓
練
ル

l
ト
を
決
め
る
と
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-rp髄
抑
恥
舶
脈
融
肱
協
定
の
一
体
ど
こ
に
定
め
ら
れ
て

い
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

'
E
E
E
E
t
E
E
E
E
E
-

O
国
務
大
臣
(
玄
葉
光
一
郎
君
)
こ
れ
は
も
う
弁
上
委
員

は
御
存
じ
の
と
お
り
、
何
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
そ
う

い
う
忽
品
目
、
そ
う
い
う
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
日
米

安
保
条
約
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
そ
の
趣
旨
、
目
的
に
鑑

み
て
言
わ
ば
駐
留
す
る
こ
と
を
包
め
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
軍
隊
と
し
て
の
後
能
に
属
す
る
諸
活
動
を
一
般
的
に

行
う
こ
と
が
言
わ
ば
前
提
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
施
段
・
区
域
で
な
い
場
所
の
上
空
も
含
め
て
包
め
ら

れ
る
と
。
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た
だ
、
一
方
、
こ
れ
も
以
前
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
じ
ゃ
、
全
く
自
由
に
飛
行
訓
練
を
行
っ
て
よ
い

の
か
と
い
う
こ
と
を
関
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な

く
て
、
我
が
固
に
お
い
て
公
共
の
安
全
に
妥
当
な
考
慮
を

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日

定
官
級
院
}

払
っ
て
活
動
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
例
え
ば
、
米

軍
の
飛
行
訓
練
仁
際
し
て
は
、
安
全
面
に
最
大
限
の
考
慮

を
払
う
と
と
も
に
、
地
元
住
民
に
与
え
る
彫
圃
曹
を
最
小
限

に
と
ど
め
る
よ
う
に
、
引
き
続
き
最
大
限
の
配
慮
を
米
側

に
求
め
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

O
弁
上
笛
士
君
つ
ま
り
ど
こ
に
も
明
文
の
規
定
は
な
い

わ
け
で
す
が
、
こ
う
い
う
重
大
な
訓
練
が
こ
の
間
も
行
わ

れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

私
、
こ
の
問
、
広
島
県
内
の
ブ
ラ
ウ
ン
ル

l
ト
で
あ
る

と
か
長
野
県
内
の
ブ
ル
ー
ル

l
ト
の
直
下
に
あ
る
地
方
自

治
体
も
訪
問
を
し
て
調
査
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
地
方

自
治
体
の
幹
部
や
住
民
か
ら
は
、
報
道
で
自
分
の
町
の
上

に
こ
の
オ
ス
プ
レ
イ
の
航
空
ル

I
ト
が
あ
る
、
そ
う
い
う

地
図
を
見
て
驚
い
た
と
、
政
府
か
ら
も
何
の
箆
明
も
な
い

と
)
こ
う
い
う
償
り
の
声
が
上
が
っ
て
お
り
ま
し
た
。
-
自

治
体
に
も
住
民
に
も
何
の
相
絞
も
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
が

勝
手
に
日
本
の
地
図
の
上
に
こ
の
訓
練
の
ル
l
ト
の
線
を

引
く
と
、
こ
ん
な
こ
と
を
包
め
て
、
果
た
し
て
私
は
主
権

国
家
と
言
え
る
の
か
。

こ
の
低
空
訓
練
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
ド
イ

ツ
や
イ
タ
リ
ア
で
ア
メ
リ
カ
は
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ

の
際
は
、
ア
メ
リ
カ
の
一
存
で
は
な
く
て
、
駐
留
国
が
こ

れ
を
決
め
て
い
く
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
な
ぜ
日
本
は
全
く
自
由
に
こ
う
い
う
こ
と
が
定
め
ら

れ
る
の
で
す
か
。
こ
れ
で
主
権
国
家
と
言
え
る
の
で
す

か
、
外
務
大
臣
@

O
国
務
大
臣
(
玄
薬
光
一
郎
君
)
こ
れ
、
ま
ず
一
つ
は
、

井
上
委
員
御
承
知
の
と
お
り
、
環
袋
レ
ビ
ュ
ー
に
記
さ
れ

た
あ
の
ル

l
ト
が
、
本
当
に
そ
こ
を
飛
ぶ
か
と
い
う
の
は

ま
だ
私
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
の
上
で
、
主
権
国
家
と
言
え
る
の
か
と
、
こ
う
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
米
軍
は
、
低
空
飛
行
訓
練

を
行
う
に
際
し
て
は
、
最
低
の
安
全
高
度
に
関
す
る
法
令

を
含
め
て
、
設
が
国
の
法
令
を
噂
重
し
、
安
全
面
に
最
大

限
の
配
慮
を
払
う
と
と
も
仁
、
地
綾
住
民
仁
与
え
る
影
響

を
最
小
限
に
と
ど
め
る
よ
う
努
め
て
い
る
旨
、
累
次
の
俊

会
に
表
明
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

O
弁
上
哲
士
君
本
は
高
度
の
問
題
を
言
っ
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
ル
ー
ト
を
、
何
の
住
民
に
も
地
方

、、

r

，‘、、

自
治
体
に
も
相
絞
な
し
に
勝
手
に
決
め
て
い
る
と
。
自
由

跨
手
に
決
め
て
い
る
ん
で
す
よ
。
現
に
そ
う
な
っ
て
い
る

わ
け
で
す
、
こ
れ
ま
で
も
。
そ
し
て
、
最
低
高
度
に
つ
い

て
も
実
際
は
守
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
こ
と
を
許

し
て
い
て
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
米
軍
機
は
、
こ
の
ル

1
ト
以
外
も
、
群
馬
や

広
島
、
島
綬
、
山
口
な
ど
、
各
県
の
上
空
に
段
定
さ
れ
て

い
る
自
衛
隊
の
訓
練
空
域
を
使
用
し
て
訓
練
を
し
て
必
り

ま
す
。
で
、
自
衛
隊
と
米
軍
と
の
、
こ
の
訓
練
空
減
の
使

用
の
米
軍
と
の
銅
盤
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
空
域
の
使
用
統
制

機
関
で
あ
る
自
衛
隊
の
基
地
が
行
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
、
ニ

O
一
一
年
以
降
、
こ
の
自
衛
隊
の
訓
練
空
綾

の
全
空
緩
で
、
米
軍
と
の
銅
整
実
績
に
つ
い
て
資
料
要
求

を
い
た
し
ま
し
た
。
群
馬
上
空
の
エ
リ
ア
H
に
つ
い
て
は

ニ
O
一
一
年
一
月
か
ら
今
年
五
月
ま
で
の
月
別
の
資
料
が

提
出
を
さ
れ
ま
し
て
、
計
九
十
三
日
間
、
百
九
十
時
聞
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
以
外
の
空

綾
の
鯛
笠
実
績
に
つ
い
て
は
、
要
求
し
て
一
か
月
半
た
ち

ま
す
の
に
、
い
ま
だ
に
提
出
を
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
一

体
ど
う
な
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
、
防
衛
大
臣
。

O
国
務
大
臣
(
森
本
敏
君
)
先
生
御
指
摘
の
よ
う
に
、
確

か
に
エ
リ
ア
H
の
使
用
調
整
の
実
績
等
に
つ
い
て
は
資
料

要
求
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
資
料

を
既
に
提
出
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
以
外
の
問
題
に
つ
い
て
は
現
在
ア
メ
ザ
カ
側
と
資
料

の
中
身
に
つ
い
て
飼
整
中
で
あ
り
ま
し
て
、
も
う
少
し
時

間
を
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

O
井
上
哲
士
君
そ
れ
じ
ゃ
ま
る
で
米
軍
に
よ
る
検
閲
な

ん
で
す
よ
。

自
衛
隊
の
訓
練
空
減
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
国
土
交
通

省
が
公
示
に
よ
っ
て
制
定
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し

て
、
自
衛
隊
以
外
の
者
が
使
用
す
る
際
は
、
国
土
交
通
省

が
発
行
す
る

A
I
Pと
一
一
宮
わ
れ
る
航
空
路
底
、
こ
れ
に
基

づ
い
て
、
そ
の
都
度
自
衛
隊
の
各
基
地
と
調
整
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
こ
の
鯛
笠
実
績
と
い
う
の
は
航
空

行
政
に
か
か
わ
る
情
報
な
ん
で
す
よ
。
そ
の
行
政
情
報
を

国
会
に
提
出
を
す
る
と
い
う
場
合
に
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ

七

ー@



昭35.3.25 衆・参安保委提出へ

昭和27年 6月及び同34年 6月日米合同委員会においてみのように合

意された。

( I) 航空交通管制

(II) 昭和34年 6月の合意

1.米軍に提供している飛行場周辺の飛行場管制業務、進入管制

業務を除き、すべて、日本側において運営する。

2. 防空任務に従事する軍用機に対しては交通管制上、最優先権

を与えることに同意している。これらの軍用機の離着陸に際し

ては、その迅速な行動を可能ならしめるため予め定められた一

定の空域をあけるように他の航空機の管制が行なわれる。

f
t
¥
 

昭和50年 6月

外務省

昭和50年5月の日米合同委員会において次のように合意された。

1. 日本政府は、米国政府が地位協定に基づきその使用を認められて

いる飛行場およびその周辺において引続き管制業務を行うことを認め

る。

2.米国政府の行う右管制業務の方式および最低安全基準は少なくと

もICAO基準と同等なものとする。

3.米国政府は、右管制業務が必要でなくなった場合には、

に対して事前通報を行った上で、これを廃止する。

4. 日本政府は、米国政府の要請に応じ、航空任務に従事する航空機

に対しては、航空交通管制上の便宜を図る。

5.米国政府は、軍用機の行動のため空域の一時的留保を必要とする

時は、日本側が所要の調整をなしうるよう、十分な時間的余裕をもっ

て、その要請を日本側当局に対して行う。

6.航空交通管制に関する昭和27年 6月及び昭和34年 6月の合意は失

効する。

国擁翻蕗歯髄醐鞠陽

日本政府

、

⑦ 



オスプレイ配備・訓練中止を求める意見書を可決した自治体

(11/10現在 27都道府県 146自治体議会)

[北海道]小樽市芦別市函館市砂川市 歌志内市網走市美唄市奥尻町

本 別町 仁木 町松 前町余市町古平町日高町知内町

[秋田県]男鹿市北秋田市大仙市能代市仙北市

[青森県]青森市

[岩手県〕遠野市北上市一関市二戸市

[宮城県]名取市

[福島県]二本松市郡山市只見町

[群馬県] 前橋市

[東京都]三鷹市調布市立川市小金井市清瀬市

[神奈川県] 座間市 藤沢市 逗子市

[埼玉県〕新座市上尾市

[長野県]野沢温泉村木島平村栄村南箕輪村伊那市富士見町 中野市

佐久市大 桑 村 木 曽 町 上 松 町 高 山 村 小 布 施 町 中 川 村 飯 綱 町 山 ノ 内 町

信濃町飯島町宮田村

[静岡県]御殿場市

[愛知県]名古屋市

[大阪府]吹田市

[京都府]京田辺市

[滋賀県]守山市

[島根県] 邑南町吉賀町

[鳥取県] 若桜町 日南町

[広島県]北広島町廿日市市世羅町三次市

[山口県]山口県 岩国市下関市周 防 大 島 町

( [高知県] 高知市香美市南国市本山町 土佐町大豊町 大川村 東洋町

[徳島県] 徳島県牟岐町那賀町

[福岡県] 大牟田市志免町行橋市嘉麻市みやこ町

[熊本県]菊池市山都町 南阿蘇町 阿蘇町 水上村

[宮崎県]宮崎市

[鹿児島県] 枕崎市南さつま市 出水市姶良市 南種子町 十島村

[ 沖縄 県]沖縄県那覇市宜野湾市 石 垣 市 浦 添 市 名 護 市 糸 満 市 沖 縄 市

豊見 城市うるま市宮古島南城市国頭村大宜味村東村今帰仁村

本部町恩納村 宜野座村金武町 伊江村読谷村 嘉手納町北谷町

北中城村中城村西原町 与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村

粟国村 渡名喜村 南大東村 北大東村伊平屋村伊是名村久米島町

八重瀬町 多良間村 竹富町与 那 国 町

@ 



日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の

相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

一
九
六

O
年
一
月
一
九
日
調
印
/
向
年
六
月
二
三
日
批
准

(傍
線

・
編
集
部
)

~-ー、、

J ・.，_.，

日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
筒
国
の
問
に
伝
統
的
に

存
在
す
る
平
和
及
び
友
好
の
関
係
を
強
化
し
、
並
び
に
民
主
主

義
の
諸
原
則
、
個
人
の
自
由
及
び
法
の
支
配
を
擁
授
す
る
こ
と

を
希
望
し
、
ま
た
ぺ
両
国
の
間
の
一
層
緊
密
な
経
済
的
協
力
を

促
進
し
、
並
ぴ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
固
に
お
け
る
経
済
的
な
安
定
及

ぴ
福
祉
の
条
件
を
助
長
す
る
こ
と
を
希
望
し
、
国
際
連
合
憲
章

の
自
的
及
ぴ
原
則
に
対
す
る
信
念
並
ぴ
に
す
べ
て
の
国
民
及
ぴ

す
べ
て
の
政
府
と
と
も
に
平
和
の
う
ち
に
生
き
よ
う
と
す
る
願

望
を
再
確
認
し
、
両
国
が
国
際
連
合
憲
章
に
定
め
る
個
別
的
ま

た
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
有
し
て
句い
る
こ
と
を
確
認

し
、
両
国
が
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
ぴ
安
全
の
維
持
に

共
通
の
関
心
を
有
す
る
こ
と
を
考
慮
し
、
相
互
協
力
及
ぴ
安
全

保
障
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
よ
っ
て
、
次
の
と
お

り
協
定
す
る
。第

-
条
(
平
和
の
維
持
の
た
め
の
努
力
V

締
約
国
は
、
国
際
連
合
愈
寧
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
そ

れ
ぞ
れ
が
関
係
す
る
こ
と
の
あ
る
国
際
紛
争
を
平
和
的
手
段
に

戸
、
)

全
に
対
す
る
符
戚
が
生
じ
た
と
き
は
い
つ
で
も
、
い
ず
れ
か
-

方
の
締
約
国
の
要
請
に
よ
り
協
織
す
る
。

第
五
条
(
共
同
防
衛
}

各
締
約
国
は
、
日
本
国
の
施
政
の
下
位
あ
る
領
減
に
お
け

る
、
い
ず
れ
か
一
方
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
、
自
国
の
平
和
及

ぴ
安
全
を
危
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
飽
め
、
自
国
の
憲

法
上
の
規
定
及
ぴ
手
続
に
従
っ
て
剣
組
側
創
附
則
矧
矧
引
引
判

、
つ
に
行
動
す
る
ζ
と
を
宣
言
す
る
。

前
記
の
武
力
攻
撃
及
ぴ
そ
の
結
果
と
し
て
執
っ
た
全
て
の
措

置
は
、

ー国
際
連
合
意
軍
第
五
十
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
直
ち
に

国
際
連
合
安
全
保
隊
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
措
置
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
ぴ
安
全
を

回
復
し
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
執
っ
た
と
き
は
、
終

止
し
-な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
(
基
地
の
許
与
)

日
本
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の

.平
|
刺
別
問
剣
創
州
制
矧
削
割
引
引
制
州
制
1
列
刈
川
刑
制
剰
聞

は
、
そ
の
陸
軍
、
空
軍
及
ぴ
海
軍
が
日
本
国
に
お
い
て
施
設
及

ぴ
区
域
を
使
用
す
る
こ
と
を
併
さ
れ
る
。

前
記
の
施
設
及
び
区
減
の
使
用
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合

衆
国
軍
隊
の
地
位
は
、
千
九
百
五
十
二
年
二
月
二
十
八
日
に
東

京
で
署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
安
全

保
障
条
約
第
三
条
に
基
づ
く
行
政
協
定
(
改
正
を
含
む
。
)
に

代
わ
る
別
個
の
協
定
及
び
合
意
さ
れ
る
他
の
取
極
に
よ
り
規
律

さ
れ
る
。

、

m
，，

ハ
Aw--

よ
っ

て
国
際
の
平
和
及
び
安
全
並
び
に
正
義
を
危
う
く
し
な
い

よ
う
に
解
決
し
、
並
ぴ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
国
際
関
係
に
お

い
て、

武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
器
の
行
使
を
、
い
か
な
る
国
の
領
土

保
全
又
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
も
の
も
、

ま
た
、
国
際
連
合

の
目
的
と
両
立
し
な
い
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
も
の
も
慎

む
こ
と
を
約
束
す
る
。

締
約
国
は
、
他
の
平
和
愛
好
固
と
共
同
し
て
、
国
際
の
平
和

及
び
安
全
を
維
持
す
る
国
際
連
合
の
任
務
が
一
層
効
果
的
に
遂

行
さ
れ
る
よ
う
に
国
際
連
合
を
強
化
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
。

第
二
条
(
経
済
的
協
力
の
促
進
)

締
約
国
は
、
そ
の
自
由
な
諸
制
度
を
強
化
す
る
こ
・と
に
よ

り
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
基
礎
を
な
す
原
則
の
理
解
左
促
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
並
び
に
安
定
及
ぴ
福
祉
の
条
件
を
助
長
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
平
和
的
か
つ
友
好
的
な
国
際
関
係
の
一
層
の
鈴

展
に
貢
献
す
る
。
締
約
国
は
、
そ
の
国
際
経
済
政
策
に
お
け
る

.
く
い
違
い
を
除
く
こ
と
に
努
め
‘
ま
た
、
両
国
の
間
の
経
済
的

協
力
を
促
進
す
る
。

第
三
条
(
自
衛
力
の
維
持
発
展
)

締
約
国
は
、
個
別
的
に
及
ぴ
相
互
に
協
力
し
て
、
継
続
的
か

っ
効
果
的
な
自
助
及
ぴ
相
互
援
助
に
よ
り
、
武
力
攻
撃
に
抵
抗

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
、
憲
法
上
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条

件
と
し
て
、
維
持
し
発
展
さ
せ
る
。

第
四
条
{
随
時
協
醗
}

締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
し
て
-随
時
協
織
し
、
ま

た
、
日
本
国
の
安
全
又
は
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安

s 
y 

第
七
条
(
国
連
憲
章
と
の
関
係
〉

こ
の
条
約
は
、
国
際
逮
合
憲
章
に
基
づ
く
締
約
国
の
権
利
及

ぴ
義
務
又
は
国
際
の
平
和
及
ぴ
安
全
を
維
持
す
る
国
際
逮
合
の

責
任
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぽ
寸
も
の
で
は
な

《
、
ま
た
、
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
条
(
批
准
)
・

こ
の
条
約
は
、
日
本
国
及
ぴ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
h
各
自

の
憲
法
よ
の
手
続
に
従
っ
て
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
条
約
は
、
両
国
が
東
京
で
批
准
舎
を
交
換
し
た
自
に
効
力

を
生
ず
る
。

第
九
条
〈
旧
条
約
の
失
効
)

千
九
百
五
十
一
年
九
月
八
日
に
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で

署
名
さ
れ
た
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
聞
の
安
全
保
障

条
約
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
隣
町
民
効
力
を
失
う
。

第
十
条
(
条
約
の
終
了
)

こ
の
条
約
は
、
日
本
区
減
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
ぴ
安
全
一

の
維
持
の
た
め
十
分
な
定
め
を
す
る
国
際
連
合
の
措
置
が
効
力

を
生
じ
た
と
日
本
国
政
府
及
ぴ
ア
メ
リ
カ
合
剰
国
政
府
が
認
め

あ
時
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
条
約
が
十
年
間
効
力
を
存
続
し
た
後
は
、

い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
と
の
条
約
を
終

了
さ
せ
る
意
思
を
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
に
は
、

こ
の
条
約
は
、
そ
の
よ
う
な
通
告
が
行
わ
れ
た
後
一
年
で
終
了

す
る
。
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第
二
条
(
経
済
的
協
力
の
促
進
)

締
約
国
は
、
そ
の
自
由
な
諸
制
度
を
強
化
す
る
こ
・
と
に
よ

り
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
基
礎
を
な
す
原
則
の
理
解
-T促
進
す
る

こ
と
に
よ
り
、
並
び
に
安
定
及
び
福
祉
の
条
件
を
助
長
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
平
和
的
か
つ
友
好
的
在
国
際
関
係
の
一
一
庖
の
発

展
に
貢
献
す
る
。
制
利
国
刷
寸
寸
州
国
劇
組
制
劇
剰
叫
刻
川
引

け
川
副
川
刻
附
け
司
叫
叫
刻
刻
、
ま
た
、
両
国
の
問
の
経
済
的

協
力
を
促
進
す
る
。
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アンポとは.あのJ安保Jのcとである。正式には. fa本国とアメリカ合衆国との悶の相互協力 ・

及び安全保障条約jと呼ばれるa 全面緯和か.多数講和かと国論を二分した設議の末.サンフランγ

九コ講和会訟で.後者の立縄t乙・たつ時の吉但総理rによって署名された平和条約と同時'.(C， 担米闘で締

結されたこ国間条約である。よくも穏くも，t:..の条約が設定した枠組のなかで e モの後のa*φ国飯

関係が展開bたとドう事実iについてはa 誰も Cれを否定するわ貯4ζはいかないだろう。¥その結果がい

まの日本を取り巻く期限関係にほかならない。 -

私の個人的体験としても，停内聞のときのζの条約改定をめぐる fアジポハンター-イj 悦 a ひとど

バ 、とではなかったo ~それにもかかわら-r. .法学士の1ましくれであった当時の花怯Iζの象的の令部lζ目
，-"、 ・ .

仁『 を逝した記値がない。私がζの条約をかなり丁創立鐙ÁtF~比二L6年前のことであムAぬとー

つt己もそれまで，民米経能関係にとって・ζ ¢条約がもっ致命的な重要性をはっきりとは認錯していな

かったのであ名。牛肉停猿によっ主代表される日米聞の農産物摩鎮の担がζ の条約にある正示夜zi
・ついた私は，そのときJ符然と・しまこととを覚え也パる q

fL(ま.c.の条約を，もっぱら・日本;1ζ対する~敵の武力侵略iζ対する日米共同防衛褒務を規定したも

のだと考えてきた。.胞かfC.~ 1免，第3条._i$'s条などはJ安全保健と外郎からの武力攻事に対する

抵抗能力の維.待開発に倒する両国の義務を鎮定しているが.それだ貯ではなく.第2条は.日米両国

が fその自由な話制度を強化する ζ とにより‘ .-(.中略3平和的かつ友好的な国際関係の一周の箆展lι

貢献するJとと.また両国は fその閣僚経済政策-におり雪ぐい進いを除三主ιι努め，_i.*-._'.河国!の.

聞の経iA的底力.を促溢するJζとを規定している.(lさら:1ε掠 4条は4ζの条約実範のための両闘の随

時協議義務も規定ιているq とれらを別の舌棄で言え:l!，.例えば牛肉の輪三去主hu丘悲貿易:摩擦は.

市場自由化の方向で白米間で協経-じなけれ・ばならない，と言っているのと伺じ亡とである。少なくと

も，ア〆リカ側r(.宮わせれば，そのような解釈にならざるを得ないだろう。
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図 12 これからの安全保障体制(全体，男女，年層別)

全体

男性:

女性

50代

60代

70成以上

。 翻 日 米 間齢制hに， ω圏アジアの多くの国々との関係棚に.
日本め安全を守る 三よ 悶際的な安全保障を築いでい<

③白日本独自の防衛力だけで，也むいっさいの附フJを持たないで，
外悶からの侵略に備えていく y ー中立を保ち，外交によって

安全を築pてP<
口その他 口わからない，無回答

図11 中国の勧きへの対応(全体，男女1 年層別)。
全体

男性

女性

30代

' 40代

50代

①圏日11~ニ:間関の関係を ωl麹アメリカの軍事的抑止力
? 深めることで，対処してLて tこよって，対処していく

♂)ロアジアにおいて他のI~J々と口わからない，無!問答
W ともに，対処してpく



これまでに世界に存在した惨
軍事同盟・軍事ブ‘ロック
(1960年52ヵ国世界人口の
670/0) 

v現在残っている軍事同盟
(31ヵ国世界人口の16010)

1976年 {

この条約は、締約国の強化、連帯及び関係の緊密化に寄与する締約 ;

国の国民の間の永久の平和、永遠の友好及び協力を促進することを目 j

的とする。 i
第二条 ? 

締約国は、その相互の関係において、次の基本原則を指針とする。 主

a すべての国の独立、主権、平等、領土保全及び主体性の相互尊重

b すべての国が外部から干渉され、転覆され又は強制されることな

く国家として存在する権利

c 相互の園内問題への不干渉

d 意見の相違又は紛争の平和的手段による解決

武力による威嚇又は武力の行使の放棄

締約国間の効果的な協力

東南アジアにおける友好協力条約(抜粋)
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日本国憲法と同様の規定を盛り込んだ友好協力条約
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